
受付日

対　象　者　等

□
マイナンバーカード又は
住民基本台帳カードの継続利用

マイナンバーカード
又は住民基本台帳カード保有者

□

□ 印鑑登録証 印鑑登録者（転出） □

税 □ 市税等の名義人、振替口座変更 納税義務者等 □
　税務課

☎087-894-1118

□ 未加入者の加入
２０～５９歳の国民健康保険加入対象者
又は社会保険被扶養者で国民年金未加入者

□

□ 住所変更 国民年金加入者・受給者 □

□ 被保険者証 国民健康保険加入者 □

□ 高齢受給者証 ７０歳以上の国民健康保険加入者 □

後　期 □ 後期高齢者医療被保険者証
７５歳以上
（一定程度の障害がある場合は６５歳以上）

□

介　護 □ 被保険者証
６５歳以上・６０歳以上の施設への異動・４０歳以
上の要介護認定者 □

長寿介護課
☎0879-26-9904

□ 身体障害者手帳 手帳保有者 □

□ 療育手帳 手帳保有者 □

□ 精神障害者保健福祉手帳 手帳保有者 □

□ 重度心身障害者等医療費受給資格者証 受給資格者証保有者 □

□ 特別児童扶養手当
２０歳未満の障害児を監護している父母又は養育
者

□

□ 特別障害者手当等
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉
手当

□

□ 自立支援医療 精神通院・更生医療・育成医療受診者 □

□ 妊婦健診・乳児健診受診票 妊婦および乳児（母子保健ガイドブックの持参） □

□ 予防接種等
２０歳未満の子ども
（７歳半未満の方は母子手帳の持参）

□

□ 子ども医療費受給資格者証 １８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで □

□ ひとり親家庭等医療費受給資格者証
ひとり親家庭の児童(１８歳に達する日以降の最初
の３月３１日まで）及びその父母等

□

□ 児童手当
１５歳に達する日以降の最初の３月３１日まで
（公務員は勤務先で申請）

□

□ 児童扶養手当 18歳未満の子どもを養育するひとり親家庭等 □

□ 入所/入園手続・保護者変更届等 保育所・幼稚園・認定こども園 □
幼保こども園課
☎0879-26-9906

教　育 □
小中学校の転出入届・
保護者変更届等

中学生まで □
学校教育課

☎0879-26-9972

住　宅 □ 市営住宅 入居者 □
都市整備課

☎087-894-1113

水　道 □ 開閉栓、名義変更等 水道使用者 □
香川県広域水道企業団
東讃ブロック統括センター

☎0879-23-7071

を記入いただいた項目についてご案内いたします。ご不明な点は担当課または窓口へお問い合わせください。

なお、手続きは本庁及び寒川庁舎でできます。（出張所では手続きできませんので、ご了承ください。）

窓 口 の 御 案 内　

                            　                   　　　   様 【異動事由：　転入　・　転出　・　転居　・　　　　　　　　　　　　 】

☎（電話番号）                                                 　　　　　   . ：令和　　　年　　　月　　　日

内　　　容 担当課

住基
　市民課

☎087-894-9218

年　金

　国保・健康課
☎0879-26-9907国　保

福　祉
障害福祉課

☎0879‐26-9903

子育て

国保・健康課
☎0879-26-9908

子育て支援課
☎0879-26-9905


